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『飛鳥池遺跡発掘調査報告』の刊行について（概要） 

2021 年 12 月 24 日 

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 

◼ 飛鳥池遺跡は、奈良県高市郡明日香村に所在する７世紀後半の工房遺跡であり、現在、同地には奈良県立

万葉文化館が建設されている。 

◼ 奈良国立文化財研究所（現・(独)国立文化財機構奈良文化財研究所（以下「奈文研」）は、1991 年～2001

年に断続的に飛鳥池遺跡の発掘調査を実施した。 

◼ 発掘調査の主要な成果については、『飛鳥藤原宮発掘調査概報』（1992 年）、『奈良国立文化財研究所年報』

（1992 年、1997～2000 年）、『奈良文化財研究所紀要』（2001 年）において報告済みである（その成果に

より、飛鳥池遺跡は 2001 年に飛鳥池工房遺跡として国史跡に指定された）。 

◼ 一方、学術研究の観点から重要であり、複雑・難解な遺構と膨大な出土遺物から成る情報を体系的に分析・

整理した最終的な調査報告書（飛鳥池遺跡発掘調査報告）については、当初 2004 年度中の刊行を目指し

ていたが、大幅に遅延し、本年 12 月に本文編〔Ⅰ〕（生産工房関係遺物）を公表する運びとなった。 

併せて、虚偽表示、不適正な会計処理というコンプライアンス違反があったことが判明したことから、奈

文研として深く反省するとともに、心より謝罪をしたい。 

また、今後、改善策を着実に実施し、信頼回復に努めてまいりたい。 

〔コンプライアンス違反事案の概要〕 

○ 刊行遅延  

『飛鳥池遺跡発掘調査報告』（以下「報告書」）については、2005 年 3 月の刊行を目指していたが、本文

編〔Ⅰ〕の刊行が本年 12 月にずれ込んだ。 

○ 不適正な会計処理 

本報告書の製作に関し、2004 年度に本文編、図版編〔Ⅰ〕及び図版編〔Ⅱ〕の三分冊による製造契約を

締結したが、未完成のまま検収手続きを行い、2005 年 4 月に請負代金は支払いを完了するという不適正

な会計処理が行われた。また、支払代金を返還させるなどの措置をせずに現在に至っている。※ 

○ 虚偽表示 

刊行物、ウェブサイト等において、報告書について2004年度に刊行済みである旨の虚偽表示を続けてきた。 

※ 支払い済みの代金については、業者との協議により、今回刊行する本文編〔Ⅰ〕の費用とすることで

了解を得ているところである（当初計画より頁数が増えた分については新規契約を行うこととしてい

る）。 

〔本事案への対応〕 

⚫ 今回の事態は奈文研のガバナンス上の重大な問題であったとして、所長は、(独)国立文化財機構理事長よ

り、厳重注意を受けた（歴代所長については厳重注意相当とされた）。 

⚫ 奈文研においては、職員のコンプライアンス意識の不足、会計システムの不十分な点等が要因であったと

して、今後報告書刊行の在り方の見直しを行い、会計・コンプライアンス研修を実施して意識向上を図る

こととしているほか、刊行物の契約に関するシステムについて改善策を講じたところである。 

資料１ 『飛鳥池遺跡発掘調査報告』について 

資料２ 『飛鳥池遺跡発掘調査報告』刊行の遅延に係る事実関係について 
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〔お問い合わせ先〕 

〇 『飛鳥池遺跡発掘調査報告』の内容について 

都城発掘調査部長 箱崎（はこざき） 

〇 刊行の遅延に係る事実関係について 

研究支援推進部総務課長 中尾（なかお） 

電話 0742-30-6731【受付】 
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